


















【会社の機関・内部統制との関係】
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【会社情報の開示プロセス及び社内統制関係図】

      ①

情報開示の流れ

注）
①全社各部門は情報の発生をディスクロージャー委員会へ報告する。
②ディスクロージャー委員会は、情報の精査と当該情報が「適時開示規則」に該当するか
　 否かを確認する。
③ディスクロージャー委員会は、当該情報が「適時開示規則」に該当すると判断した場合、
　 代表取締役社長へ報告し、取締役社長が取締役会を招集する。
④社外取締役を含めた取締役会において情報開示する旨及びその開示内容を承認する。
⑤情報取扱責任者は、取締役会で承認された内容を情報開示へつなげる。
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